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Ⅰ.ガイドラインの趣旨                           

 

１．目的と内容 

このガイドラインは、本市における指定管理者制度導入に際し、基本的な取り組みの方針を

定め、同制度の計画的な導入を図るとともに、多様な選択肢が考えられる同制度の基本的事

項等について、できる限り具体的な基準や目安を設定することにより円滑な導入・運用を図

ることを目的としています。 

このため、指定管理者制度の導入や運用上の具体的な事務の参考や目安となるよう、基本

的な事項のほか、標準的な考え方や検討すべき事項、手続等に関する方針、留意すべき事項

を記載しています。 

各施設にはそれぞれ異なる設置目的、特性や運営形態があるため、それらを考慮し、所沢

市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び本ガイドラインを踏まえて、施設

ごとに手続等を決定する必要があります。 

 

 

２．本ガイドラインの見直し 

指定管理者制度は、指定管理者候補者の選定方法や基準、業務の範囲の決定など、その導

入や運用に当たって、地方公共団体の主体的な選択や工夫の余地の大きい制度ですが、反面、

管理の安定性の確保、秘密情報及び個人情報の保護、市と指定管理者のリスク分担、指定管

理者の業務状況の把握の方法など課題も多く、模索しながら導入・運用を進めている状況に

あります。指定管理者制度の定着と充実を図るためには、本制度の導入・運用の具体的な経

験から得たノウハウを蓄積するとともに、他の地方公共団体の事例等を参考としながら、今

後も検討を継続し、改善を図っていく必要があります。 

したがって、本ガイドラインは、これらの検討に基づき、随時内容の検証を行い、見直しを図

っていくものとします。 



2 

 

Ⅱ．指定管理者制度の概要と公の施設の運営方針                 

 

１．制度の概要 

市が設置した公の施設の管理運営については、市の出資法人や公共的団体などに委託し

てきた管理委託制度に代えて、平成１５年９月に法の一部が改正されたことにより指定管理

者制度が導入され、民間事業者やNPO法人なども管理を代行することが可能となりました。 

この制度は、指定管理者に利用の許可なども含めた包括的な管理運営を任せることがで

きるようになったもので、多様化する住民ニーズに対応するために、民間事業者等が有する

ノウハウを公の施設にも活用することで、「サービスの向上」や「経費の縮減」を図ることを目

的とするものです。 

 

２．導入にあたっての基本的な考え方 

本市は、指定管理者制度の趣旨に鑑み、市民サービスの向上と経費の縮減を図ることを主

な目的として指定管理者制度を導入するものです。なお、導入にあたっての基本的な考え方

は以下のとおりとします。 

 

(1) 指定管理者制度を導入している施設  

現在指定管理者制度を導入している施設は、引続き指定管理者制度による施設運営を継

続するかどうかを検証したうえで、特段の理由がない限り、原則として指定管理者制度を継

続させます。 

 

(2) 直営施設  

現在直営の施設は、市民サービスの向上や施設の効果的・効率的運営、経費の縮減の見地

から制度の導入について検討していくものとし、効果が期待できるものは、順次、指定管理者

制度へ移行していくものとします。 

 

(3) 新規開設施設  

新規に開設する公の施設のうち、直営によらない場合は、開設にあわせ指定管理者制度を

導入していくこととします。 

 

３．管理運営形態の検討 

施設の運営方法について、次の点を考慮し、指定管理者制度によるか、直営で管理するか

を判断します。また、常に最適な管理運営形態となるよう、定期的に全ての公の施設を対象

に見直していきます。 
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【公の施設の管理運営形態に関するチェックフロー】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）公的関与の必要性の検討(設置意義)  

 【検討のポイント】 

① 公の施設としての設置意義は薄れていないか。 

② 民間施設と競合はないか。 

③ 施設の利用率は低迷していないか。 

  

（2）直営の妥当性の検討  

 【検討のポイント】  

① 個別法の規定、施設設置の目的及び公的責任等において、指定管理者に委ねる

ことに制約があるか。 

② 行政の関与が高く、行政責任の確保や市民サービスの確保、利用に伴う公平性

等の観点からも、市が直接実施する妥当性が高いか。 

③ 管理代行を行う民間事業者等が存在しないか、民間事業者等のノウハウでは適

正な管理運営が期待できないか。

あ り 

あ り 

①民間への売却・貸付 

②他目的への転用 

③施設の廃止 

直  営 

な し 

市  

指定管理者制度 

導  入 

 

市 

 

あ り 

 

直   

効果的・効率的な 

管理運営方法 

 

な し 

指定管理者 

 

指定管理 

直営の妥当性 

 

公の施設 

公的関与の必要性 
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（3）効果的・効率的な管理運営方法の検討  
 

【検討のポイント】  

① 施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案して、民間事業

者等の運営が可能であるか。 

② 指定管理者に委ねても、現状の市民サービスが維持できるか。 

③ 指定管理者として受託しやすい施設であるか。 

④ 指定管理者に委ねることにより、サービス内容の充実や民間事業者等のノウハウ

の活用が期待できるか。 

⑤ 指定管理者に委ねることで、経費の縮減を図ることができるか。 

⑥ 利用料金制による運営が可能な施設であるか。 

 

 

 (4)指定管理者制度導入施設における検討  
 

   すでに指定管理者制度を導入している施設においても、指定管理者による管理運営の

成果等について検証を行う必要があります。そのため、これらの施設についても、施設の設

置目的や提供されるサービスや経費を再度検討し、現在の指定期間の終了後における管

理運営形態を検討することとします。
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 Ⅲ．指定管理者の指定手続きの流れ                   

 

指定管理者の選定は、所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（以下

「指定手続条例」という。）の規定に基づき、施設の実情を勘案しながら作業を進めることにな

ります。 

なお、公募によらない場合においても、選定における公正性や透明性を確保することは必

要ですので、公募の場合と同様の手順で指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

における選定を実施してください。 

 

  ＜新規導入＞制度導入の検討 

＜再 指 定＞ 

実績の検証、管理運営形態の検証 

2㌻参照 

    

  ＜規定事項＞ 

指定管理者による管理、管理の基準、業務の

範囲、利用料金の取扱いなど 

8㌻参照 

    

4 月  施設所管課から選定委員会事務局へ選定委

員会開催を依頼（企画総務課で内部・外部委

員の一部を選任） 

9㌻参照 

    

  ＜事前審議＞ 

選定に関する基本的事項などを検討 

10㌻参照 

    

5 月  告示・市ホームページ・広報紙等による募集

案内、要項等の提示（施設の概要、申込資格、

選定基準など）、説明会など 

11㌻参照 

    

  申請書類（申請書、事業計画書、収支見積書、

資格・経歴等に関する書類など）の受付及び

内容確認 

14㌻参照 

    

    

  ＜選定審議＞ 

書類審査、ヒアリング（プレゼンテーション、質

疑応答） 

▼選定基準に基づく審議 

16㌻参照 

制度導入の決定 

施設設置管理条例 

の制定・改正 

選定委員会の設置 

施設見学・事前審議 

指定管理者の募集 

申請書類の受付 

選定審議 

選定委員への書類審査のための資料配布 
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7 月

上 旬 

 評価集計表を基本とした合議制による選定 17㌻参照 

    

    

  ▼選定委員会事務局から施設所管課へ選定結

果の報告 

▼施設所管課から申請団体全てに選定結果を

通知 

17㌻参照 

    

7 月

中 旬 

 ＜指定議案の内容＞ 

指定管理者に管理を行わせる施設の名称、指

定管理者となる団体の名称・所在地、指定期

間等（企画総務課合議） 

18㌻参照 

    

9 月  ▼指定管理者の指定 

▼施設の管理経費をすべて利用料金で賄う場

合を除き、債務負担行為として予算に定め

る。（補正予算の議決）   

 

    

  施設所管課から指定管理者として指定する

旨を通知 

19㌻参照 

    

  指定管理者と管理運営にあたっての必要事

項について協定を締結 

（企画総務課合議） 

19㌻参照 

    

4 月    

    

  管理の実施状況、施設の利用状況等の報告

を受け、適正な管理運営が行われているか確

認 

20㌻参照 

    

  ▼指定期間の満了や指定の取消しにより指定

管理者業務の終了 

▼次期指定管理者への引継ぎ 

 

21㌻参照 

指定管理者候補者の

選定 

定公的関与の必要性 

 

 

な し 

選定結果の通知 

指定議案の作成 

指定議案の議決 

指定の通知 

協定の締結 

管理の実施 

モニタリング 

業務の終了・引継

ぎ 
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Ⅳ．指定管理者選定に関する基本的な考え方            
 

１．指定期間 

指定期間は、５年以内を基本とします。ただし、施設や事業等の特性により、相応の理由が

ある場合は、その理由による適正な期間とします。 

 

２．指定管理者選定に関する基本的な考え方 

民間活力の積極的な活用を主目的とする制度の趣旨に沿って、原則「公募」により選定し

ます。ただし、選定委員会が、次の要件に該当すると認めた場合は、公募によらず指定管理

者を選定することができます。 

 

〇「公募によらない場合」の要件 

① 公募に対し、申請がない場合や申請のあった団体に候補として選定できるも

のがない場合。 

② 小規模な施設や地域に密着した施設など、市民参画、市民協働の視点から地

域団体等による施設管理が適当であると認められる場合。 

③ 対応の継続性が特に必要な社会福祉施設等で、現受託団体が引き続き管理

運営することが適当であると認められる場合。 

④ 指定管理者の指定を取り消した場合に、当該指定管理者が管理していた施

設について、直ちに指定管理者を指定しなければ著しく公益を損なうと認め

られる場合。 

⑤ 指定管理者を選定後、指定管理業務開始までの間に、当該候補者を指定す

ることが不可能になった場合又は選定の基準に適合しなくなった場合。 

⑥ 施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合 

⑦ その他、公募によらない合理的又は客観的な理由がある場合。 

 

※ 公募によらない場合であっても、施設や事業等の特性やサービス提供の水準等を考慮し、

該当団体が複数ある場合は、複数の団体を指名して選定することもあります。 
 

※ 「公募によらない場合」の考え方は、新規開設施設に指定管理者制度を導入する時期や更

新時期において、社会情勢や施設の実情等も踏まえ、随時見直しする必要があります。 
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Ⅴ．指定手続きの進め方                         

 

１．施設の設置管理条例等の制定・改正 

指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合には、管理の基準、業務の範囲等を個別の

施設の設置条例で定める必要があります。このため、新たに導入する際は、関係各課と協議

し、法第２４４条の２の規定に基づき、下記の事項等について、条例に規定しなければなりま

せん。 

 

（１） 指定管理者による管理（法第２４４条の２第３項）  

公の施設の管理について、指定管理者に行わせることができる旨を規定します。 

 

（２） 指定管理者が行う管理の基準（法第２４４条の２第４項）  

指定管理者が行う管理の基準について、基本的な条件（休館日、開館時間、使用許可の基

準、使用制限の要件など）など当該公の施設の適正な管理の観点から必要である業務運営の

基本的事項を規定します。 

 

（３） 指定管理者が行う業務の範囲（法第２４４条の２第４項）  

指定管理者が行う管理業務の具体的な範囲（使用許可まで行わせるかどうかを含め、施設

の維持管理等の範囲）を、各施設の目的や性質等に応じて規定します。 

指定管理者に、公の施設の「使用許可」、「使用許可の取消し」といった行政処分も、施設の

管理運営に関する業務として行わせることができますが、法令により以下の業務は、指定管

理者に行わせることはできません。 

①使用料の強制徴収 

②不服申立てに対する決定 

③行政財産の目的外使用許可   など 

 

（４） 利用料金の取扱い（法第２４４条の２第８項、第９項）  

利用料金制を導入する場合は、指定管理者の収入として収受できること等、利用料金に関

する事項を規定します。指定管理者が管理を行うために必要な経費は、 

①すべて利用料金で賄う。 

②すべて市からの管理委託料で賄う。 

③市からの管理委託料と利用料金で賄う。   

という方法が考えられますが、これ以外にも指定管理者が管理を行うにあたり施設特有の

事項があれば規定することになります。 
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２．選定委員会の設置 

指定管理者の候補者を公正迅速に選定するとともに、円滑な事務の運営を図るため、選定

委員会を設置し、選定基準・募集要項・候補者の選定などの具体的な内容を審議します。 

選定委員会の審議にあたっては、委員の自由な発言機会を確保する観点などから、審議冒

頭で審議内容を考慮して、会議の公開・非公開を決定します。 

 

（１）選定委員会の設置  

「所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」第１１条に基づき、選定委員

会を設置します。 

 

（２）選定委員の構成   

 参考 「所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」 

第１３条 選定委員会は、委員８人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 知識経験を有する者 

⑵ 市の職員のうちから市長が指名する者 

⑶ その他市長が必要と認める者 

 

▼内部委員：計４名（下記部門から各１名） 

次の②～④は次長職及び課長職の中から選任した職員を充てる。 

① 施設所管部次長   ② 経営企画部   ③ 総務部   ④ 財務部 

         

▼外部委員：計４名（下記職種の内から選任。ただし、①・②は必置の職種。） 

① 公認会計士、税理士（会計監査の観点から） 

② 弁護士、司法書士（法令遵守の観点から） 

③ 知識経験者（大学教授など専門的な観点から） 

④ 社会保険労務士（労働条件管理の観点から） 

⑤ 経営コンサルタント、中小企業診断士（団体経営・運営の観点から） 

⑥ 所沢市自治連合会等の役員（地域づくりの観点から） 

 

企画総務課で内部委員の②③④、外部委員の①②を選任し、各部選定委員会に割振りをし

ます。他の委員は、各部で選任してください。 

なお、外部委員の委嘱と内部委員の任命は各部において審議会等の委員選任要綱に基づ

き行ってください。 

※市長決裁、企画総務課長及び男女共同参画室長合議
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（3）申請書等の取扱い  

選定委員会の審議、評価等は、基本的に、申請団体が提出した申請書や事業計画書などの

資料等に基づき行われることになるので、申請者の知的財産や営業秘密に係る部分がある

可能性があるため、慎重な取扱いが求められます。 

 

 

３．施設見学・事前審議 

指定管理者の選定審議にあたっては、公募・非公募など下記の事項について決定及び確認

が必要であることから、施設見学・事前審議を行います。 

 

 

 

審 議 内 容 

① 業務仕様書の確認 

② 募集単位の決定（及び根拠） 

③ 公募・非公募の決定（及び根拠） 

④ 指定期間の決定（及び根拠） 

⑤ 募集要項の確認 

⑥ 応募資格の決定（及び根拠） 

⑦ 申請者が多数の場合の対応について（書類審査の基準等） 

⑧ 選定審議に必要な事項についての決定・確認 

⑨ 事業計画書の確認 

⑩ 選定基準に基づく評価事項の決定（及び根拠） 

⑪ 評価表（評価項目、配点を含む）の決定（及び根拠） 

⑫ 事業経費積算方法の確認 

⑬ 委託料の精算についての確認 

⑭ 利用料金制、納付金制等の実施の決定（及び根拠） 

⑮ モニタリング方法（チェック体制、事業報告書の内容）の確認 

見 学 目 的 

 施設の規模や構造、管理形態などは、施設に関する資料やパンフレットなどだけでは十分

認識できません。 

 建物のイメージをつかみ、慎重かつ適正な選定を行うため、施設見学を行います。 
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４．指定管理者の募集  

（１）募集方法  

①募集単位 

募集は、原則として施設ごとに行います。ただし、サービスの向上、経費の縮減、管理運

営の一体性等の観点から、自転車駐車場など複数の施設の管理を同一の指定管理者にま

とめて行わせることが適当と認められる場合は、複数の施設をまとめて募集することがで

きます。 

 

②周知方法 

募集内容は、告示、市ホームページ及び広報紙への掲載、また、施設所管課での資料の

配布など様々な方法で周知に努めるようにします。 

 

（２）募集期間  

募集期間は、原則として、募集を開始した日から起算して３０日間とします。ただし、３０日

間を確保することが日程的に困難な場合又は申込の際に提出する書類の作成上必要がある

と認められる場合は、これよりも短期又は長期の期間を設けることができます。 

 

(３)応募資格  

 次に掲げるもののうち、業務説明会・施設見学会に参加することを応募の条件とします。 
 

〇応募資格 

① 法人もしくは団体であること 

② 法人もしくは団体またはその代表が次の事項に該当しないこと 

  ア 法律行為を行う能力を有しないもの 

  イ 破産者で復権を得ないもの 

  ウ 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項の規定に該当するもの 

エ 所沢市建設工事等の有資格業者に関する入札参加停止等措置要綱に基づく 

入札参加停止期間中であるもの 

オ 会社更生法第 17条又は民事再生法第 21条の規定による更生手続き又は再 

生手続きが開始されているもの 

カ 地方自治法第 244条の 2第 11項の規定により本市又は他の地方公共団体 

から指定管理者の指定を取り消され、当該処分の日から起算して 2年を経 

過しないもの 

  キ 地方自治法第 92条の2、第 142条、第 166条第2項、又は第 180条の5第

6 項の規定に抵触することとなるもの（ただし地方自治法施行令第 122 条及び

第 133条に該当する場合を除く。） 

  ク 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

ケ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは
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暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者（以下「暴力団の構成員

等」という。）の統制の下にあるもの 

  コ その代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参加

している者をいう。以下同じ。）が暴力団の構成員等であるもの 

サ 「所沢市建設工事等暴力団排除措置要綱」別表に定める措置要件に該当するもの 

  シ 市税（所沢市税条例（昭和 25 年条例第 76 号）第 3 条に掲げる税目をいう。）等

を滞納しているもの 

  ス 政治団体（政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体及びこれに類する団

体） 

  セ 宗教団体（宗教法人法第 2条に規定する宗教団体及びこれに類する団体） 

 

【共同事業体で申込む場合】 

ア 複数の法人等が共同事業体を構成して応募する場合は、代表となる法人等を定

めるものとします。 

イ 共同事業体における申請名は「○○共同事業体」とすること。 

ウ 同時に複数の共同事業体の構成団体となることはできません。 

エ 単独で応募した法人等は、共同事業体で応募する場合の構成団体となることは

できません。 

オ 代表となる法人等及び共同事業体を構成する法人等の変更は原則として認めま

せん。ただし、共同事業体を構成する法人等については、業務遂行上支障がない

と市が判断した場合に限り変更を認めることがあります。 

 

 

※その他の応募要件について 

①兼業禁止について 

地方自治法上の「兼業禁止」の規定は、指定管理者には適用されませんが、本市では、

公正性・透明性の確保の観点から兼業禁止規定に準じた取扱いを行うこととしています。 

 

②消費税の適格請求書等保存方式（＝インボイス制度）への対応について 

令和５年１０月１月から開始したインボイス制度では、指定管理者も適格請求書（＝イン

ボイス）の発行事業者の登録、インボイスの交付、インボイスの保存が必要になります。（た

だし、施設の特性上、施設利用者がインボイスを必要としない消費者や免税事業者、簡易

課税制度適用事業者のみに限られることが明確な場合や、施設の業務が課税取引に該当

しない場合は必要ありません。） 

インボイス制度への対応が必要となる施設については、募集要項のほか、協定書又は仕

様書等にその旨を記載し、指定管理者と対応について調整することとなります。 

インボイス制度の詳細は、国税庁のホームページで確認してください。
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（４）募集要項等の作成  

① 募集要項 

条例に定めた事項、下記に掲げた事項のほか、施設の特性や実情等を勘案のうえ、必要

と認められる事項を記載します。募集における注意事項などを具体的に記載することで、

トラブルを未然に防ぐよう努めるようにします。 

１ 指定管理者の募集について  

２ 施設の概要  

 (1) 施設の名称 

 (2) 施設の設置目的 

 (3) 施設の所在地 

 (4) 施設の設置年月日 

 (5) 施設の規模 

 (6) 施設の内容等 

３ 指定管理者が行う業務等 

 (1) 指定管理者が行う業務 

 (2) 指定期間 

 (3) 管理の基準 

 (4) 管理に要する経費、利用料金に関する事項 

 (5) 指定管理者と市との役割分担 

４ 申請の手続 

 (1) 応募資格 

 (2) 申請条件 

 (3) 申請書類    

 (4) 募集要項等の配布及び申請書等の提出 

 (5) 質問等に関する事項 

 (6) 業務説明会等の実施 

 (7) 費用の負担 

 (8) 申請書類等の情報公開 

 (9) 申請の辞退 

５ 指定管理者の選定等 

 (1) 指定管理者の選定 

 (2) 選定基準 

 (3) 評価項目や配点（基本方針や事業計画、運営体制など、項目ごとの配点を記載 

     することが望ましい。） 

６ 指定管理者指定後の手続き 

 (1) 協定の締結 

 (2) 引継ぎ 

 (3) モニタリング（監査事項を含む。） 
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② 業務仕様書 

申請者への配布資料として準備するだけでなく、申請者が指定管理者として施設の管理

運営ができるかどうかを自ら判断する基準となるとともに、管理に必要な経費を積算する

ための基礎資料となるものでもあり、業務内容については具体的に記載する必要がありま

す。 

 

（５）業務説明会等の実施  

応募を考えている団体が募集内容を十分に把握するため、業務説明会等を実施するとと

もに、説明会への参加が応募条件になるので、その旨を募集要項に明記します。 

 また、必要に応じて、施設見学会も行います。 

 

（６）申請書類の受付  

申請書類については、参考資料・様式集に掲げるもののほか、施設の特性や実情等を勘案

のうえ、必要と認められるものを募集要項に定めるものとします。 

 

◆申請書類  

提出部数 正本１部、副本必要部数（複写可） 

ただし、団体への負担を考慮し、必要最低限としてください。 

№ 名 称 書 式 説 明 

１ 
指定申請書 様式例 003 所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例施行規則（別記様式）に定める申請書 

２ 
指定申請にかか

る誓約書 

様式例 008 申請資格の有無、記載事項の真偽等について誓約す

るもの 

３ 
納税証明 

（＊課税されてい

る団体のみ） 

市税の納税証明

書の写し 

滞納の額がないことの証明 

＊直近の年度分 

４ 

税務署発行の納

税証明書様式 

「その３の３」 

法人税・消費税・地方消費税の未納の額がないことの

証明 

＊直近の年度分 

５ 事業計画書 様式例 004 申請にあたって事業計画を提案するもの 

６ 
○○○の管理に

係る収支見積書 

様式例 005-1 申請にあたって収支計画を提案するもの 

７ 
管理委託料提案

書 

様式例 005 申請にあたって管理委託料を提案するもの 

８ 

○○○の管理に

係る再委託業務

計画書 

様式例 006 管理業務の一部について、委託する場合の計画書 

９ 

独自事業計画書 

（＊計画している

場合のみ） 

様式例 007 「独自事業」（指定管理者の責任と費用負担により、独

自に企画実施する事業）の計画書 

７ スケジュール 

８ 問い合わせ先 
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10 
登記簿謄本（登記

事項証明書） 

＊法人以外の団体の場合は、団体の設立を定めた規約その他これに類す

る書類 

11 

定款、寄附行為、

その他これらに

類する書類 

12 役員名簿 最新のもの 

13 団体概要 設立趣旨、事業内容のパンフレット等、団体の概要がわかるもの 

14 事業計画書 指定申請書を提出する日の属する事業年度のもの 

15 事業報告書 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度のもの 

16 収支計算書 直近２年度分 

17 財産目録 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度のもの 

＊指定申請書を提出する日の属する事業年度に設立された団体は、設立

時のもの 
18 貸借対照表 

19 現在の組織、人員

体制を示す書類 

指揮命令系統が分かる組織図、就業規則、経理規則、給与規定等 

20 情報公開に関する規程又はこれに類する書類 

21 個人情報保護に関する対応について記載した書類（個人情報保護規程、マニュアル等） 

22 マニュアル関係 

＊作成している

場合のみ 

・要望（苦情）対応マニュアル等 

・環境保護に関する対応マニュアル等 

・安全管理・危機管理・事故対応マニュアル等 

・情報管理（情報セキュリティ）対応マニュアル等 

23 
その他必要に応じて市から提出を求められた書類 

＊例えば納付金提案書（様式例 005－2）など 

 

【共同事業体で申請する場合】 

① 共同事業体協定

書 

様式例 009 複数の構成団体による共同事業体での応募で使用 

② 共同事業体構成

団体構成表 

様式例 010 複数の構成団体による共同事業体における業務分担を

示すもの 

③ 委任状（構成企

業・団体用） 

様式例 010-1 複数の構成団体による共同事業体での応募で使用 

※共同事業体で申請する場合、上記№1、5～9以外は構成団体ごとに提出 

※№19のうち、指揮命令系統がわかる組織図については、共同事業体として内容を記載 

※様式例009の共同事業体協定書の中で、設立日は代表会社の設立日ではなく、共同事業体を

設立した日にちとする 

 

５．施設所管課による事前チェック 

 申請に必要な書類が揃っているか、記載内容に誤りがないか事前チェックを行います。 

不備があった場合は、申請受付期間内に限り、再度提出させることができることとします。

また、応募資格に合致しているか確認します。 
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６．選定審議 

（１）審議方法・プロセス  

① ヒアリングのための事前協議 

書類審査を基本に、ヒアリングを効果的かつ効率的に進めるため、ヒアリングの進め方、

書類審査上の問題点、課題、役割分担などについて事前協議を行います。 

 

② ヒアリング（プレゼンテーション、質疑応答） 

ヒ ア リ ン グ 内 容 

▼ １団体３０～４５分を目安として実施 

① 申請団体によるプレゼンテーション（５分） 

② 主管課（所管課）による、共通質問事項等に関する質疑応答（５分） 

③ 選定委員による、事業計画書等に基づく質疑応答（１５分～３０分） 

④ 所管課による、施設運営等に関する質疑応答（５分） 

 

③ 評価のための事後協議 

ヒアリング内容の課題、疑問点、評価のための基準などについて共通認識を図ります。 

 

④ 選定委員による評価 

総合評価へのコメントも含め、評価表に基づき申請団体の評価を行います。 

 

（２） 選定基準  

指定手続条例第３条及び第９条に基づき、適正な指定管理者を選定します。（以下の項目

を評価するため、さらに細目を設定します。） 

 

〇選定基準 

① その事業計画書による公の施設の運営が利用対象者の平等利用を確保すること

ができるものであること（条例第３条第１項第１号） 

② その事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発

揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること（条例第

３条第１項第２号） 

③ その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するも

のであること（条例第３条第１項第３号） 
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④ 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の定めるところにより、個人情報が適切に保

護されるよう必要な措置を講じるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人

情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期

間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様

とする（条例第９条） 

 

この他に、環境保護、障害者雇用、男女共同参画社会の推進、地域活動への参加等の社会

貢献の実績の評価事項や、施設の特性に応じた評価事項を設定します。 

 

（３） 評価表  

評価表は、施設の設置目的や特性、管理上の課題等を整理した上で項目を設定し、配点に

ついては、選定基準や施設における重点項目などを考慮し、加点できるものとします。 

 

７．選定委員会事務局による評価表のチェック及び集計 

指定管理者候補者の選定に先立ち、部の選定委員会事務局担当課は評価表の評価漏れ、

矛盾項目などをチェックし、評価結果集計表に基づき集計を行います。 

 ※ 集計結果は各委員が自分の評価した得点を確認できるよう配慮してください。 

 

８．指定管理者候補者の選定 

（１） 指定管理者候補者  

集計結果を基本としますが、合計評価点差や重点項目などの評価点の状況を総合的に考

慮し、選定委員の合議制により行います。 

  ※ 合議制による総合評価のため、集計上では最高の評価を得た場合でも、評価結果の検証により、

必ずしも最高得点の団体が指定管理者候補者になるとは限りません。 

  ※ 不測の事態に備え、候補者に順位づけしておくことが適当です。 

 

（２） 選定結果の通知  

選定を行ったときは、速やかにその結果をすべての申請者に通知します。 

 

（３） 選定の取消し  

次の事項に該当した場合は、指定管理者の候補者としての選定の取り消しを命ずることが

あります。 

① 指定管理者候補者が倒産し、又は解散したとき 

② 指定管理者候補者が提出した書類に虚偽の記載があることが判明したとき 

③ その他指定管理者に指定することが不可能となった場合、又は著しく不適当と認めら

れる事情が生じた場合 

様式例 

013-1 

013-2 

013-3 

 

 



18 

Ⅵ．指定管理者の指定                            
 

１．指定の議決 

指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決が必要となります。 

 

（１） 指定議案の提出時期  

▼原則：９月議会に提出（一斉更新時も含む） 

   理由：指定管理者が変更になった場合の引継ぎ期間の確保や議会で否決又は継続審議と

なった場合に指定管理者による業務開始予定日に手続きが間に合わなくなることが

想定されるため 

▼例外：新規施設導入時は、提出可能な早い時期に議会に提出 

   理由：９月議会の段階では、翌年予算について所管課・財政課において十分な検討が行わ

れていないため 

 

（２） 指定議案の内容  

指定議案の内容は、以下のとおりとします。 

※議案提出の決裁は、企画総務課合議 

（指定議案の内容） 

① 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

② 指定管理者となるべき団体の名称、事務所等の所在地及び代表者の氏名 

③ 指定期間 

 

（３） 債務負担行為の設定  

指定期間中の管理委託料の限度額を明らかにする必要があるため、施設の管理経費をす

べて利用料金で賄う場合を除き、指定管理者の指定の議決の際に債務負担行為として予算

に定めること（補正予算の議決）が必要となります。 

 

（４） 議会資料  

議案の提出にあたっては、所沢市議会基本条例第１１条に規定する事項について明らかに

するとともに、当該議案の審議に必要な情報を提供するため以下の資料を作成します。 

（提出資料例） 

① 指定管理者候補者選定・認定報告書 

② 指定管理者申請者評価結果集計表 

③ 指定管理者の指定手続経過 

④ 指定管理者仕様書 

⑤ 指定管理者候補者の指定申請書等 

⑥ 指定管理者選定委員会 

⑦ その他審議に必要と認められる書類 



19 

 

【所沢市議会基本条例第 11条に規定する事項】 

(1)政策等の提案に至った経緯、理由 

(2)他の自治体の類似する政策等との比較検討 

(3)市民参加の実施の有無とその内容 

(4)関係法令及び所沢市自治基本条例（平成23年条例第 1号）第22条第 1項

に規定する総合計画との整合性 

(5)政策等の実施に要する経費（将来にわたる負担を含む。）及びその財源等 

 

 

（５） 指定管理者の指定通知  

指定議案の議決後、書面により、その旨を指定管理者に通知します。 

 

（６） 指定の公表  

指定管理者の指定は、市民の施設利用に係る権利義務と密接に関わる事項であることか

ら、指定管理者を指定したことを市民に周知するため、告示、市ホームページ、広報紙等にお

いて結果を公表します。 

公表にあたっては、選定結果、理由及び経過が十分に説明されるよう配慮します。 

なお、申請者名は、申請者が２団体の場合は非公表とし、申請者が３団体以上の場合は公

表することとしますが、「評価点の一覧表においては、指定管理者以外の申請者名をマスキ

ングする」など、当該申請者の不利益になるおそれのある情報が公表されないよう配慮しま

す。 

また、使用料金制を導入して指定管理者に徴収又は収納事務を委託する場合は、地方自

治法第２４３条の２第2項の規定により、告示をする必要があります。 

  

２．協定の締結  

指定管理者の指定後、管理運営の開始までに施設の管理に関する細目的事項について、指

定管理者と協議のうえ、改めて見積徴取し、協定を締結するものとします。 

※協定書の締結決裁は、企画総務課長合議
様式 
参考資料 
016 
～023 
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Ⅶ．管理運営状況の検証等                           

１．モニタリング（継続監視） 

（１） モニタリングの目的  

指定管理者による管理が協定及び業務仕様書等に従い、適正かつ確実に実施されている

かどうかを確認・検証するとともに、仮に水準が充たされていない場合、改善指導等によりサ

ービス水準の向上を図ります。また、正当な理由なく改善指導等に従わない場合や当該指定

管理者が管理を継続することが適当でない場合、指定の取消しを行うこともあります。 

 

（２） モニタリングの方法  

 【定期継続監視】 

指定管理者 所管課 

 ①社会保険、雇用保険及び労働者災害補償保

険の被保険者であること、最低賃金法その他

法令遵守の確認 

①日報の作成  

②月次報告書の作成、提出 ②月報による業務履行の確認 

③四半期事業報告書の作成、提出 ③「実地調査」四半期事業報告書に基づく、実地

調査票による運営状況の確認 

④再委託業務計画書の実施状況、日報・施設の

管理状況等の確認 

④苦情処理体制の整備、実態報告 ⑤苦情処理の確認・検証 

⑤施設の管理運営に関する外部意見

等の把握（満足度調査、利用者アン

ケートの実施） 

⑥アンケート結果等に基づくサービス水準の確

認 

⑥事業報告書（年次）等の作成、提出 ⑦事業報告書（年次）等に基づく業務履行、財務

状況等の確認（モニタリングシートによる総括

的評価） 

⑧改善指導と指示 

 ⑨必要に応じ、業務の一時停止、指定の取消し 

 

【臨時継続監視】 

① 連絡会議の開催 

② 日常的な相談 

③ その他必要に応じて、臨時継続監視を実施

様式 
参考資料 
024 
～026 

様式例 

027 

様式例 

028 
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（３） 監査  

所沢市監査委員条例による監査委員は、指定管理者の経理に対して監査を行うことがで

きるものとします。 

 

 

２．指定期間の満了  

指定期間が満了したときは、指定の効力が失われることとなります。このため、引続き指定

管理者制度による施設運営を継続するかどうかを検証したうえで、継続するとした場合には、

再度、指定管理者の募集の手続を実施し、議会の議決を経て指定管理者を指定します。 

 

 

３．指定管理者の業務等の引継ぎ 

従前と別の指定管理者が新たに指定されたときは、現指定管理者からの業務の引継ぎ、施

設の明け渡しや備品等の扱いなど、協定書に基づく適正な処理が重要となりますので、遺漏

のないよう準備を進めてください。 
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○所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

平成１５年１２月１９日 

条例第３８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第２条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定

める申請書に次に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面 

（指定管理者の指定） 

第３条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するも

ののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなけれ

ばならない。 

(1) その事業計画による公の施設の運営が利用対象者の平等利用を確保することができ

るものであること。 

(2) その事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮さ

せるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもので

あること。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第４条 指定管理者は、毎年度終了後２月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げ

る事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、第６条第

１項の規定により、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日

から１月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況 

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績 

(3) 管理に係る経費の収支状況 

(4) 前３号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項 

（業務報告の聴取等） 

第５条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及
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び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要

な指示をすることができる。 

（指定の取消し等） 

第６条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべ

き事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、そ

の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること

ができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の

停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わ

ない。 

（原状回復義務） 

第７条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第１項の規定により指定を

取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたと

きは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなけれ

ばならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償義務） 

第８条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損

壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただ

し、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

（個人情報の保護） 

第９条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者（以下この条におい

て「従事者」という。）は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の定める

ところにより、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じるとともに、当該公の

施設の管理に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな

い。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退

いた後においても、同様とする。 

（処分等に関する手続）  

第１０条 指定管理者は、公の施設の管理に当たっては、所沢市行政手続条例（平成１１年条例

第３号）の趣旨にのっとり、処分等に関する手続に関し、必要な事項を定めなければならな

い。 

（指定管理者選定委員会の設置） 

第１１条 第３条に規定する指定管理者の候補者の選定等を公平かつ適正に行うため、次に

掲げる指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を置く。 
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 ⑴ 所沢市市民部指定管理者選定委員会 

 ⑵ 所沢市福祉部指定管理者選定委員会 

 ⑶ 所沢市こども未来部指定管理者選定委員会 

 ⑷ 所沢市健康推進部指定管理者選定委員会 

 ⑸ 所沢市産業経済部指定管理者選定委員会 

 ⑹ 所沢市教育委員会指定管理者選定委員会 

２ 前項の規定にかかわらず、所沢市民間資金等活用事業選定委員会条例（平成２９年条例

第２号）に基づく所沢市民間資金等活用事業選定委員会において指定管理者の候補者の

選定を行うときは、選定委員会を置かないことができる。 

（審議事項） 

第１２条 選定委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

⑴ 指定管理者の候補者の選定に関すること。 

⑵ 指定管理者の指定の取消し、管理業務の停止等に関すること。 

⑶ その他市長が必要と認めること。 

（組織） 

第１３条 選定委員会は、委員８人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 知識経験を有する者 

⑵ 市の職員のうちから市長が指名する者 

⑶ その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第１４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。た

だし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長） 

第１５条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委

員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第１６条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する
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ところによる。 

４ 委員は、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体の役員又はこれに準ず

る者であるときは、当該法人その他の団体に係る議事に加わることができない。 

（意見の聴取等） 

第１７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、選定委員会の会議に

出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第１８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

（教育委員会所管の公の施設への適用） 

第１９条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第２条から

第７条までの規定及び第１３条第２項中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第２条及び次

条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。 

（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


